
 
 
 
 

  

現在、老齢年金の受給開始時期は、自身の希望により60 歳から70 歳の間で選択することができ、老齢年金を66

歳以後に受給開始（繰下げ受給）する場合、年金額は 65 歳から繰り下げた月数によって増額（1 月あたり 0.7%増

額）します。 高齢期の就労の拡大等を踏まえ、年金受給権者が自身の就労状況等にあわせて年金受給の開始時期を選

択できるようにすることを目的として、令和4 年4 月から繰下げの上限年齢が70 歳から75 歳に引き上げられ、年

金の受給開始時期を75 歳まで自由に選択できるようになります。 
 

現 行 改正後 

繰下げの上限年齢：70 歳 

増額率上限：42％（60 月） 

繰下げの上限年齢：75 歳 

増額率上限：84％（120 月） 
 

  
 

●  対象となる方 

対象となる方は令和4 年3 月31 日時点で、次の①②のいずれかに該当する方です。 

① 70 歳未満の方（昭和27 年4 月2 日以降生まれの方） 

② 老齢年金の受給権を取得した日から起算して5 年を経過していない方 （受給権発生日が平成29 年4 月1 日 

以降の方） 
 

●  繰下げ加算額 

繰下げ受給をした場合の加算額は、老齢基礎年金の額（振替加算額を除く）および老齢厚生年金の額（加給年金額を

除く）に下記の増額率を乗じることにより計算します。 

ただし、65 歳以降に厚生年金保険に加入していた期間がある場合や、70 歳以降に厚生年金保険の適用事業所に勤

務していた期間がある場合に、在職老齢年金制度により支給停止される額は増額の対象になりません。 
 

増額率 （最大84％※） ＝ 0.7% × 65 歳に達した月から繰下げ申出月までの月数 
 

※ 昭和27 年4 月1 日以前生まれの方（または平成29 年3 月31 日以前に老齢基礎（厚生）年金を受取る権利

が発生している方）は、繰下げの上限年齢が70 歳（権利が発生してから5 年後）までとなりますので、増額率

は最大で42％となります。 
 

●  繰下げ増額率早見表 

請求時の年齢 0 カ月 1 カ月 2 カ月 3 カ月 4 カ月 5 カ月 6 カ月 7 カ月 8 カ月 9 カ月 10 カ月 11 カ月 

66 歳 8.4% 9.1% 9.8% 10.5% 11.2% 11.9% 12.6% 13.3% 14.0% 14.7% 15.4% 16.1% 

67 歳 16.8% 17.5% 18.2% 18.9% 19.6% 20.3% 21.0% 21.7% 22.4% 23.1% 23.8% 24.5% 

68 歳 25.2% 25.9% 26.6% 27.3% 28.0% 28.7% 29.4% 30.1% 30.8% 31.5% 32.2% 32.9% 

69 歳 33.6% 34.3% 35.0% 35.7% 36.4% 37.1% 37.8% 38.5% 39.2% 39.9% 40.6% 41.3% 

70 歳 42.0% 42.7% 43.4% 44.1% 44.8% 45.5% 46.2% 46.9% 47.6% 48.3% 49.0% 49.7% 

71 歳 50.4% 51.1% 51.8% 52.5% 53.2% 53.9% 54.6% 55.3% 56.0% 56.7% 57.4% 58.1% 

72 歳 58.8% 59.5% 60.2% 60.9% 61.6% 62.3% 63.0% 63.7% 64.4% 65.1% 65.8% 66.5% 

73 歳 67.2% 67.9% 68.6% 69.3% 70.0% 70.7% 71.4% 72.1% 72.8% 73.5% 74.2% 74.9% 

74 歳 75.6% 76.3% 77.0% 77.7% 78.4% 79.1% 79.8% 80.5% 81.2% 81.9% 82.6% 83.3% 

75 歳 84.0% 
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    令和４年４月から老齢年金の繰下げ受給の上限年齢が75 歳に引き上げられます 


